
 

 

飯田橋駅周辺 基盤整備推進会議 設置要綱  
 

（ 名称）  
第１  本会議は、「 飯田橋駅周辺基盤整備推進会議」（ 以下、「 推進会議」と いう 。）

と いう 。  
 
（ 目的）  
第２  推進会議は、「 飯田橋駅周辺基盤整備方針」（ 以下、「 基盤整備方針」 と い

う 。） に示さ れた、 複数の都市開発事業等と 連携し た都市基盤整備の内容を
具現化し ていく ため、相互に協力し て具体的な検討を 進め、関係者間で合意
形成を 図る こ と を 目的と する 。  

 
（ 検討事項等）  
第３  推進会議は、第２ 条の目的を 達成する ため、次の事項について検討する 。  

 
一 都市基盤の整備 
 
二 空間・ 景観づく り に関する こ と  
 
三 エリ アマネジメ ント に関する こ と  
 
四 基盤整備方針の実現方策に関する こ と  
 
五 その他、 推進会議の目的を 達成する ために必要な事項 
 
 

（ 構成）  
第４  推進会議は、 別表１ に掲げる 者を も っ て構成する 。  
 
（ 座長）  
第５  推進会議に座長を 置く 。  
２  座長は、 推進会議を 代表し 、 会務を 総理する 。  
３  座長に事故があっ たと き は、 座長が代理を 指名する こ と ができ る 。  
 
（ 開催）  
第６  推進会議は、 座長が招集する 。  
２  座長は、必要がある と 認めたと き は、構成員以外の者を 会議に出席さ せ、 説

明を 求める こ と ができ る 。  
３  本推進会議は、原則非公開と する 。 なお、本会の議を経て公開する こ と がで

き る も のと する 。  
 
（ 書面によ る 開催）  
第７  座長は、 やむを 得ない理由によ り 会議を 開く こ と ができ ない場合におい

ては、 事案の概要を 記載し た書面表決によ り 会議の開催に代える こ と がで
き る 。  

 



 

 

（ 事務局）  
第８  推進会議の事務局は、 東京都都市整備局都市基盤部交通企画課を 総合調

整役と し 、 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部事業企画部事業
企画第２ 課が協力し て行う 。  

 
 
（ 部会）  
第９  座長は、推進会議を円滑に運営する ため、必要に応じ て検討部会を置く こ

と ができ る 。  
 
（ 雑則）  
第 10 こ の要綱に変更の必要が生じ たと き は、推進会議の了承を 経て改定する 。 

２  こ の要綱に定める も ののほか、 推進会議の運営に関し て必要な事項は、 座
長が別途定める 。  

 
 
付則  こ の要綱は、 令和５ 年５ 月 30 日から 施行する 。  

付則  こ の要綱は、 令和６ 年 10 月 25 日から 施行する 。  

付則  こ の要綱は、 令和７ 年 10 月 21 日から 施行する 。  



（案）

構成員名簿
職

座長 東京都 都市整備局 都市基盤部長

千代田区 環境まちづくり部 まちづくり担当部長

新宿区 都市計画部 都市計画部長

文京区 都市計画部 都市計画部長

東日本旅客鉄道
株式会社 グループ経営戦略本部 品川・大規模プロジェクト推進部門

大規模プロジェクト推進ユニットリーダー

東京地下鉄
株式会社 鉄道本部 鉄道統括部長

東京都 交通局 技術企画担当部長

オブザー
バー 東京都 都市整備局都市づくり政策部 土地利用計画課長
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